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月月
のの

1100歯
科
健
康
相
談

歯
科
健
康
相
談
日日

科
健
康
相
談
と
妊
婦
歯
科
相
談
を

行
い
ま
す
。

　
歯
や
口
の
違
和
感
や
妊
娠
中
の

口
の
手
入
れ
な
ど
の
悩
み
を
気
軽

に
相
談
し
て
み
ま
せ
ん
か
。

【
日
時
】
　
　
月
３
日
（
月
）

１０

　
午
前
９
時
～
　
時
　
分

１１

３０

【
場
所
】
　
市
役
所
南
方
庁
舎
１
階

　
相
談
室

【
持
ち
物
】　
妊
娠
中
で
相
談
を
受

　
け
る
人
は
、
母
子
健
康
手
帳

【
そ
の
他
】　

　
相
談
は
予
約
制
で
無
料
で
す
。

　
ま
た
、
こ
の
日
以
外
で
も
電
話

　
予
約
が
あ
れ
ば
、
随
時
相
談
に

　
応
じ
ま
す
。

　
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
で
市
道
の
清
掃

や
緑
化
作
業
、
除
雪
作
業
な
ど
を

行
い
、
良
好
な
道
路
環
境
づ
く
り

を
行
う
個
人
や
団
体
、
企
業
の
皆

さ
ん
を
募
集
し
ま
す
。

　
応
募
者
（
団
体
）
を
「
ゆ
い
っ

こ
サ
ポ
ー
タ
ー
」
に
認
定
し
、
初

年
度
は
作
業
で
使
用
す
る
消
耗
物

品
を
予
算
の
範
囲
内
で
支
給
し
ま

す
。

【
申
込
方
法
】
　

　
認
定
を
希
望
す
る
場
合
は
、
土

　
木
管
理
課
ま
た
は
各
総
合
支
所

　
市
民
課
に
備
え
付
け
の
「
と
め

　
ゆ
い
っ
こ
サ
ポ
ー
タ
ー
認
定
申

　
込
書
」
に
必
要
事
項
を
記
入
し
、

　
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

【
問
い
合
わ
せ
】
　

　
建
設
部
土
木
管
理
課
　
管
理
係

　
緯
 ０
２
２
０
（
　
）
２
３
６
５

３４

　
胃
 ０
２
２
０
（
　
）
３
４
４
８

３４

道路に樹木が張り出していませんか？

「
と
め
ゆ
い
っ

「
と
め
ゆ
い
っ
ここ

サ
ポ
ー
タ
ー
」
募

サ
ポ
ー
タ
ー
」
募
集集

　今年度３１歳、４０歳になる人を対象に厄年歯周疾患検診を実

施します。

　ぜひこの機会を活用して口の中から健康を見直しましょう。

【対象】

　①満年齢３１歳

　　（昭和５５年４月１日～昭和５６年３月３１日生まれ）

　②満年齢４０歳

　　（昭和４６年４月１日～昭和４７年３月３１日生まれ）

　※対象者には、行政区長を通じて「厄年歯周疾患検診受診

　券」を配布します。

【検診期間】　１０月１日～平成２４年２月２９日

【受診料】　無料

【検診方法】　

　①市内協力医療機関に予約　

　②受診券を持参して受診

　※市内協力医療機関は受診券裏面に記載しています。

【問い合わせ】市民生活部健康推進課　地域保健係

　緯 0220（58）2116

厄年歯周疾患検診のお知らせ

　最近、市道において、隣接する山林（個人所有地）や個人宅などから道路へ樹木

などの倒木や張り出しが見られます。

　道路への倒木や張り出しは、通行に支障となるだけでなく、場合によっては歩行

者や通行車両の事故につながる恐れがあります。

　次のような状況が見られる土地の所有者は、樹木の伐採または枝払いをお願いし

ます。

　道路、歩道へ樹木が張り出している

　枯れ木、折れ枝などによる通行への支障がある（またはその恐れがある）

　竹木の繁茂による通行への障害がある（またはその恐れがある）

　樹木の倒木などが原因で歩行者や自動車などに事故が発生した場合に、樹木の所

有者が責任を問われる場合があります。

　私有地から道路上に張り出している枝や葉は、土地所有者に所有権があるため、市で勝手に切ることはできません。道

路上空へのはみ出しや枯れ木・折れ枝の道路への倒木、竹木などの繁茂による道路への飛び出しが見られる土地の所有者

の皆さんは、個人の管理・責任のもと、伐採または枝払いなどの処置を取られるようお願いします。　　　　　　　

【作業時の注意事項】

　①電線や電話線がある場所での作業は、危険を伴う場合があるので事前に最寄りの東北電力(株)やNTTに連絡し、立ち

　　合いのもとで行ってください。

　②作業にあたっては、通行車両・自転車および歩行者の安全確保と、樹木からの転落などに十分ご注意ください。

【問い合わせ】　建設部土木管理課　管理係　緯 0220（34）2365　

　
子
ど
も
か
ら
大
人
ま
で
の
大
切

な
歯
の
健
康
づ
く
り
の
た
め
、
歯

【
予
約
先
・
問
い
合
わ
せ
】

　
市
民
生
活
部
健
康
推
進
課

　
地
域
保
健
係

　
緯
０
２
２
０
（
　
）
２
１
１
６

５８

纂
お
わ
び
と
訂
正

　
広
報
と
め
９
月
１
日
号
に
誤
り

が
あ
り
ま
し
た
。
お
わ
び
し
て
訂

正
い
た
し
ま
す
。

・
　
ペ
ー
ジ
「
ス
マ
イ
ル
ラ
イ
フ
」

２８
　
登
米
謡
曲
会
米
山
支
部
支
部
長

　
小
和
田
敏
美
様
宅
　
電
話
番
号

　（
正
）

　
緯
０
２
２
０
（
　
）
１
９
２
２

５５

　（
誤
）

　
緯
 ０
２
２
０
（
　
）
１
８
３
９

５５

7 Sep.2011

　
月
１
日
～
７
日
は

10
「
公
証
週
間
」
で
す

る
る
る
る
ぱぱ

パ
ソ
コ
ン
講
習

パ
ソ
コ
ン
講
習
会会

ヒ
ス
ト
リ
ー
カ
フ

ヒ
ス
ト
リ
ー
カ
フ
ェェ

「
城
館
跡
を
歩
く

「
城
館
跡
を
歩
く
」」

　
歴
史
博
物
館
周
辺
の
城
館
跡
を

巡
り
、
地
域
の
歴
史
と
触
れ
合
っ

て
み
ま
せ
ん
か
。

　
ほ
っ
と
一
息
つ
け
る
カ
フ
ェ
メ

ニ
ュ
ー
を
用
意
し
て
お
待
ち
し
て

い
ま
す
。

【
日
時
】
　
　
月
８
日
（
土
）

１０

　
午
前
　
時
～

１０

【
場
所
】
　
歴
史
博
物
館
研
修
室

【
講
師
】
　
小
野
寺
智
哉
（
教
育
委

　
員
会
生
涯
学
習
課
学
芸
員
）

【
定
員
】
　
　
人
２０

【
申
込
方
法
】
　
電
話
ま
た
は
歴
史

　
博
物
館
に
直
接
申
し
込
み
く
だ

　
さ
い
。

【
申
込
期
間
】
　
９
月
　
日
（
水
）
～

２１

　
　
月
５
日
（
水
）
　

１０

【
料
金
】
　
５
０
０
円

【
申
し
込
み
・
問
い
合
わ
せ
】

　
歴
史
博
物
館

　
緯
０
２
２
０
（
　
）
５
４
１
１

２１

　「
ふ
く
ろ
う
ク
ラ
ブ
」
は
、
家
族

の
一
人
が
、
心
の
病
に
な
っ
て
し

ま
っ
た
家
族
の
会
で
す
。

　
心
を
オ
ー
プ
ン
に
し
て
、
リ
フ

レ
ッ
シ
ュ
で
き
る
場
に
な
れ
ば
と

思
い
活
動
し
て
い
ま
す
。

　
私
た
ち
と
一
緒
に
講
演
会
に
参

加
し
て
み
ま
せ
ん
か
。

【
日
時
】
　
　
月
　
日
（
木
）

１０

１３

　
午
前
　
時
～
正
午

１０

【
場
所
】
　
市
役
所
南
方
庁
舎
２
階

　
大
会
議
室

【
内
容
】
　「
精
神
障
が
い
」の
理
解

　
と
対
応
～
大
災
害
と
精
神
障
が

　
い
者
～

【
講
師
】
　
松
本
 和
  紀
 さ
ん
（
東
北

か
ず
 の
り

　
大
学
病
院
精
神
科
医
師
）

【
対
象
】
　
心
の
健
康
に
関
心
が
あ

　
る
人

【
申
込
方
法
】
　
電
話
　

【
申
込
期
限
】
　
　
月
３
日
（
月
）

１０

【
申
し
込
み
・
問
い
合
わ
せ
】

　
ふ
く
ろ
う
ク
ラ
ブ
事
務
局
（
市

　
民
生
活
部
健
康
推
進
課
内
）　

　
緯
０
２
２
０
（
　
）
２
１
１
６

５８

①
パ
ソ
コ
ン
入
門
講
習

（
初
心
者
向
け
）

【
日
時
】
　

　
　
月
４
日
（
火
）
～
6
日
（
木
）

１０
　
午
後
7
時
～
9
時

【
場
所
】
　
石
森
ふ
れ
あ
い
セ
ン
タ
ー

【
内
容
】
　
パ
ソ
コ
ン
を
使
う
と
き

　
の
基
礎
知
識
を
中
心
に
勉
強
し

　
ま
す
。

【
受
講
対
象
】
　
パ
ソ
コ
ン
を
使
っ

　
た
こ
と
が
な
い
人
や
使
っ
た
こ

　
と
は
あ
る
が
操
作
方
法
を
忘
れ

　
て
し
ま
っ
た
人
な
ど

②
文
書
作
成
初
級
講
習

【
日
時
】
　

　
　
月
　
日
（
火
）
～
　
日
（
木
）

１０

１１

１３

　
午
後
7
時
～
9
時

【
場
所
】
　
石
森
ふ
れ
あ
い
セ
ン
タ
ー

【
内
容
】
　
文
書
作
成
ソ
フ
ト
の
基

　
本
用
語
、
基
本
操
作
に
つ
い
て

　
日
常
の
文
書
な
ど
の
作
成
を
中

　
心
に
初
級
操
作
を
勉
強
し
ま
す
。

【
受
講
対
象
】
　
入
門
講
習
を
受
講

　
し
た
人
ま
た
は
同
程
度
の
知
識

　
の
あ
る
人

①
②
共
通
事
項

【
申
込
対
象
者
】
　
市
内
に
在
住
ま

　
た
は
勤
務
し
て
い
る
人

【
定
員
】
　
　
人
（
先
着
順
）

１８

　
※
た
だ
し
、
同
一
講
習
経
験
の

　
な
い
人
が
優
先
と
な
り
ま
す
。

【
参
加
費
】
　
１
０
０
０
円
程
度
　

　（
受
講
時
テ
キ
ス
ト
代
）

【
受
付
日
】
　
9
月
　
日（
水
）　
　

２８

　
午
前
9
時
～
受
付
開
始

【
申
し
込
み
・
問
い
合
わ
せ
】
　

　
南
方
住
民
情
報
セ
ン
タ
ー
「
る

　
る
ぱ
」

　
緯
０
２
２
０
（
　
）
５
５
５
７

５８

　
開
館
日
＝
火
曜
日
～
日
曜
日
・

　
祝
日
　
午
前
9
時
～
午
後
5
時

　
休
館
日
＝
月
曜
日
（
月
曜
日
が

　
祝
日
の
場
合
は
火
曜
日
が
休
館

　
日
に
な
り
ま
す
）

　大震災における原子力発電所の事故による被害を受けられた場合
は、地方税の軽減措置などを受けられます。軽減措置などを受ける
ためには、手続きが必要になる場合もありますので、詳細について
は、下記に問い合わせください。

「
ふ
く
ろ
う
ク
ラ
ブ
講

「
ふ
く
ろ
う
ク
ラ
ブ
講
演演

会
」
の
開

会
」
の
開
催催

　
私
的
法
律
関
係
を
明
確
に
し
、

争
い
を
未
然
に
防
止
す
る
の
が
公

証
制
度
で
す
。

　
遺
言
、
任
意
後
見
、
離
婚
（
養

育
費
や
慰
謝
料
な
ど
）
や
金
銭
・

土
地
建
物
の
賃
借
、
不
動
産
の
売

買
な
ど
の
大
切
な
契
約
は
、
法
務

大
臣
が
任
命
し
た
法
律
の
専
門
家

で
あ
る
公
証
人
が
作
成
し
た
、
公

正
証
書
に
し
て
お
く
こ
と
を
お
勧

め
し
ま
す
。

　
お
気
軽
に
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

【
問
い
合
わ
せ
】

　
産
仙
台
合
同
公
証
人
役
場

　
仙
台
市
青
葉
区
二
日
町
　－

　

１６

１５

　
武
山
興
産
第
二
ビ
ル
２
階

　
緯
０
２
２
（
２
２
２
）
８
１
０
５

　
産
石
巻
公
証
役
場

　
石
巻
市
鋳
銭
場
５－

９
い
せ
ん

　
ば
プ
ラ
ザ
１
階

　
緯
０
２
２
５
（
　
）
５
７
９
１

２２

　
産
古
川
公
証
役
場

　
大
崎
市
古
川
駅
前
大
通
４－

３

　－

７
菊
池
ビ
ル
１
階

　
緯
０
２
２
９
（
　
）
２
３
３
２

２２

東日本大震災における原子力発電所の

事故による被害を受けられた皆さんへ

【問い合わせ】　宮城県税務課　緯 022（211）2323
　　　　　　　登米市税務課　緯 0220（22）2163

概　要税制上の措置

警戒区域内にあった自動車で永久抹消登録がなされた自動車

には、平成２３年３月１１日にさかのぼって自動車税は課されま

せん。また、警戒区域内にあった自動車で永久抹消登録がな

されたものに代わる自動車を取得した場合、自動車取得税お

よび平成２５年度分までの自動車税が非課税となります。

自動車税等の

非課税措置県

税

警戒区域内にあった家屋やその敷地に代わる家屋・土地を取得

した場合、不動産取得税の軽減措置を受けることができます。

不動産取得税の

軽減措置

警戒区域内にあった住宅用地や家屋に代わる土地・家屋を取得

した場合、固定資産税の軽減措置を受けることができます。

固定資産税の

軽減措置

市

税

警戒区域内にあった軽自動車で自動車検査証の返納などがな

された軽自動車には、平成２３年３月１１日にさかのぼって軽自

動車税は課されません。また、警戒区域内にあった自動車・軽

自動車で永久抹消登録などがなされたものに代わる軽自動車

を取得した場合、平成２５年度分までの軽自動車税が非課税に

なります。

軽自動車税の

非課税措置




